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一
に
つ
い
て 

昭
和
六
十
年
の
厚
生
年
金
保
険
法
の
改
正
に
お
い
て
は
、
従
来
厚
生
年
金
保
険
に
任
意
加
入
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
た
従

業
員
が
常
時
五
人
未
満
で
あ
る
事
業
所
の
う
ち
法
人
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
六
十
五
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
厚
生
年
金
保

険
を
強
制
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
措
置
は
前
述
の
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
目
的
に
か
ん
が
み
れ
ば

妥
当
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

は
、
被
用
者
に
は
被
用
者
一
般
を
対
象
と
す
る
公
的
年
金
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
民
年
金

制
度
の
発
足
に
よ
り
国
民
皆
年
金
体
制
と
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、
適
用
事
業
所
の
範
囲
拡
大
に
関
し
、
厚
生
年
金
保
険
法

（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
二
が
規
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
会
、
関
係
審
議
会
等
か
ら
政
府
に

対
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
こ
と
が
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

厚
生
年
金
保
険
制
度
は
、
被
用
者
の
老
齢
、
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
保
険
給
付
を
行
い
、
被
用
者
及
び
そ
の
遺
族
の
生

活
の
安
定
と
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
厚
生
年
金
保
険
制
度
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て 

す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

衆
議
院
議
員
石
井
啓
一
君
提
出
零
細
企
業
に
対
す
る
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
及
び
公
的
年
金
の
信
頼
確
保
に
関 
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四 

二
に
つ
い
て 

公
的
年
金
制
度
は
、
現
在
、
老
後
の
所
得
保
障
の
主
柱
と
し
て
、
国
民
の
老
後
生
活
の
安
定
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
し
か
し
、
近
年
、
少
子
・
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
、
経
済
基
調
の
変
化
等
に
よ
り
公
的
年
金
制
度
を
取
り
巻
く
環
境

が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
公
的
年
金
制
度
を
長
期
的
に
安
定
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
制
度
全
体
に
わ
た
る
見
直

し
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
平
成
十
一
年
に
予
定
さ
れ
て
い
る
公
的
年
金
制
度
改
正
に
お
い
て
は
、
給
付
と
負
担
の
均
衡
を
確
保
し
、
将

来
世
代
の
負
担
を
過
重
な
も
の
と
し
な
い
よ
う
制
度
全
体
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
行
い
、
将
来
に
わ
た
り
安
心
し
て
年
金
を

受
給
で
き
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
年
金
制
度
に
対
す
る
信
頼
を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
ま
い
り
た
い
。
な

お
、
制
度
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
年
金
制
度
の
現
状
や
課
題
等
に
つ
い
て
政
府
と
し
て
積
極
的
な
情
報
開
示
を
行
う
と
と
も

に
、
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
、
国
民
の
合
意
を
得
ら
れ
る
よ
う
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 


